
（別添３）

点検項目 点検事項

同一建物減算 事業所と同一の建物に居住する利用者 該当
運動機能向上体制、栄養改善体制及び口腔機能向上体制（選択的サービスと
いう。）のうち複数のサービスを組み合わせて実施 実施

いずれかの選択的サービスを週１回以上実施 実施
各選択的サービスを担当する専門の職種が相互に連携を図り、より効果的な
サービスの提供方法等について検討 該当

若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定める 該当
担当者中心に利用者の特性やニーズに応じた適切なサービス提供 実施

生活機能向上グループ加
算

生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、その他事業所の従業者
が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定したサービス計画を
作成

該当

サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう
複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目
の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、
利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスを適切に提
供

該当

利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを週に1回以上実施 該当
同月中に利用者に対し、運動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加
算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定 非該当

運動器機能向上体制 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置 該当
利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生
活相談員、その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成 該当

利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、経験のある介護職員
その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者
の運動器の機能を定期的に記録

該当

利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価 該当
定員、人員基準に適合 配置

栄養改善体制 管理栄養士を１名以上配置 配置
利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職
員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能
及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成

該当

利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行って
いるとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録 該当

利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価 該当
定員、人員基準に適合

口腔機能向上体制 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員を１名以上配置 配置
利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職
員、介護職員、生活相談員等が共同して、口腔機能改善管理指導計画を作成 あり

利用者に対する算定要件のチェック
認定調査票の嚥下・食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において
「１」以外に該当する者、基本チェックリストの口腔機能に関する
（１３）（１４）（１５）の３項目のうち２項目以上が「１」に該当する者
又は、その他口腔機能の低下している者（おそれのある者含む）

該当

介護支援専門員を通じて、主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧
奨などの適切な措置を講じている場合、医療保険の摂食機能療法の算定して
いない又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施をしている 該当

利用者等に対する計画の説明及び同意 あり
計画に基づく言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員による口腔機能向上サー
ビスの提供、定期的な記録作成 あり

定期的に利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ごとに口腔機能の
状態を評価し、その結果を介護支援専門員等へ情報提供 実施

定員、人員基準に適合 あり

 第一号通所事業費チェックシート

点検結果

選択的サービス複数実施
加算

若年性認知症利用者受入
加算
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点検項目 点検事項 点検結果
介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が５割以上 該当
定員、人員基準に適合 該当
介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が４割以上 該当
定員、人員基準に適合 該当
直接処遇職員のうち勤続年数３年以上の職員の占める割合が３割以上 該当
定員、人員基準に適合 該当

生活機能向上連携加算 指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所
若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等
が、当該指定地域密着型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指
導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者と（以下、機能訓
練指導員等とする。）共同して、アセスメント、利用者の身体の状況等の評
価及び個別機能訓練計画を作成

実施

利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、
機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じたサービスを提供 実施

計画に基づく機能訓練の実施 実施
機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況等
を３月ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対して機能訓練の内容
と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し
等を実施

実施

１　賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置 あり
２　介護職員処遇改善計画書の作成、周知、届出 あり
３　賃金改善の実施 あり
４　処遇改善に関する実績の報告 あり
５　前１２月間に法令違反し、罰金以上の刑に処せられている なし
６　労働保険料の納付 適正に納付
７　＜キャリアパス要件＞　（一）から（三）いずれにも適合

（一）介護職員の任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作成し、全
ての介護職員に周知 あり

（二）介護職員の資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実施又は研
修の機会確保し、全ての介護職員に周知 あり

（三）経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき
定期に昇給を判定する仕組みについて、書面で作成し、全ての介護職員に周
知

あり

８　＜職場環境等要件＞　処遇改善の内容（賃金改善を除く）及び処遇改善
に要した費用を全ての職員に周知、取組実施記録 あり

１　賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置 あり
２　介護職員処遇改善計画書の作成、周知、届出 あり
３　賃金改善の実施 あり
４　処遇改善に関する実績の報告 あり
５　前１２月間に法令違反し、罰金以上の刑に処せられている なし
６　労働保険料の納付 適正に納付
７　＜キャリアパス要件＞　（一）及び（二）に適合

（一）介護職員の任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作成し、全
ての介護職員に周知 あり

（二）介護職員の資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実施又は研
修の機会確保し、全ての介護職員に周知 あり

８　＜職場環境等要件＞　処遇改善の内容（賃金改善を除く）及び処遇改善
に要した費用を全ての職員に周知、取組実施記録 あり

サービス提供体制強化
加算（Ⅰ）イ

サービス提供体制強化
加算（Ⅰ）ロ

サービス提供体制強化
加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算
（Ⅰ）

介護職員処遇改善加算
（Ⅱ）
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点検項目 点検事項 点検結果
１　賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置 あり
２　介護職員処遇改善計画書の作成、周知、届出 あり
３　賃金改善の実施 あり
４　処遇改善に関する実績の報告 あり
５　前１２月間に法令違反し、罰金以上の刑に処せられている なし
６　労働保険料の納付 適正に納付
７　＜キャリアパス要件＞（一）又は（二）のいずれかに適合

（一）介護職員の任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作成し、全
ての介護職員に周知 あり

（二）介護職員の資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実施又は研
修の機会確保し、全ての介護職員に周知 あり

８　＜職場環境等要件＞　処遇改善の内容（賃金改善を除く）及び処遇改善
に要した費用を全ての職員に周知 あり

１　賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置 あり
２　介護職員処遇改善計画書の作成、周知、届出 あり
３　賃金改善の実施 あり
４　処遇改善に関する実績の報告 あり
５　前１２月間に法令違反し、罰金以上の刑に処せられている なし
６　労働保険料の納付 適正に納付
７　＜キャリアパス要件＞、８＜職場環境等要件＞に掲げる基準のいずれか
に適合

７ （一）介護職員の任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作成し、
全ての介護職員に周知 あり

７ （二）介護職員の資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実施又は
研修の機会確保し、全ての介護職員に周知 あり

８　＜職場環境等要件＞　処遇改善の内容（賃金改善を除く）及び処遇改善
に要した費用を全ての職員に周知 あり

１　賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置 あり
２　介護職員処遇改善計画書の作成、周知、届出 あり
３　賃金改善の実施 あり
４　処遇改善に関する実績の報告 あり
５　前１２月間に法令違反し、罰金以上の刑に処せられている なし
６　労働保険料の納付 適正に納付

介護職員処遇改善加算
（Ⅲ）

介護職員処遇改善加算
（Ⅳ）

介護職員処遇改善加算
（Ⅴ）
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